
 

※１ 

※２ 

※１ 「２ 土地区画整理事業」、「３ 新住宅市街地開発事業」、「４ 新都市基盤整備事業」、「５ 流通業務団地造成事業」 

以外の住宅団地、工業団地、別荘団地、農用地などの造成の事業が対象。 

※２ 海岸線から１キロメートルを超える海域に設置するものを除く。 

（注）詳細は、佐賀県環境影響評価条例施行規則別表第１及び環境影響評価法施行令別表第１をご覧ください。 

出力５万 kW 以上 出力3.75万 kW以上 


